
                      

令和８年第３回うきは市教育委員会定例会会議録 
 

開催日時    令和８年２月１９日（木） １８時００分～１９時２５分 

 

場    所    るり色ふるさと館 ミーティングルーム 

 

招  集  樋口 則之（教育長） 

 

出席委員    平位 秀敏（職務代理者）  處  愛美（委員） 

家永 由里子（委員）    古賀 公彦（委員） 

 

事 務 局   江藤 良隆（学校教育課長） 佐藤 重信（生涯学習課長） 

        坂本 正明（指導主事）   熊懐 真孝（教育総務係長） 

 

諸般の報告 教育大綱について（企画政策課より） 

議事    議案第３号うきは市浮羽町域学校再編基本構想の策定について 

 議案第４号うきは市教育センター設置条例の一部を改正する条例について 

 議案第５号うきは市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

議案第６号うきは市浮羽体育センター条例施行規則の一部を改正する規則に 

ついて 

議案第７号 令和７年度３月補正予算要求について 

議案第８号 令和８年度当初予算要求について 

 

協議事項 

    (１)  令和８年度学年始休業日の決定について 

       うきは市立小中学校管理規則第３条により、令和８年度学年始休業日を 

       ４月  日までとする。 

（２） 卒業式・入学式について（確認） 

       ①日 程  ＜卒業式＞ 中学校 ３月１３日（木） 小学校 ３月１８日（水） 

             ＜入学式＞ 中学校 ４月１０日（金） 小学校 ４月９日（木） 

      ②対 応  ・来賓はＰＴＡ役員、学校評議員、民生委員・児童委員代表、 

その他 

・教育委員会告辞あり 

             ・保護者参列 

       ③割り振り 別紙のとおり 

 

報告事項 



（１）区域外就学について 

（２）児童生徒指導上の諸問題に関する実態調査(令和８年１月末月例報告)について 

 

７ その他 

（１）令和８年３、４月分 主な行事予定 

（２）教職員人事異動等関係日程について 

 

８ 閉 会 

 ・臨時教育委員会 

開催日時  ３月６日（金）１２時  

   於：るり色ふるさと館 １階 ミーティングルーム 

 ・定例教育委員会 

開催日時  ４月１日（火）１２時３０分 

 於：市役所３階 ３０２会議室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

教育長   それでは、ただいまから、令和８年第３回うきは市教育委員会定例会を開会い 

たします。 

うきは市教育委員会会議規則第３条２項により開催いたします。 

会議の日程は本日限りといたします。 

公開・非公開に関わらず、教育委員の皆さんには地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１１条、第１２条による守秘義務がありますので、よろしくお

願いします。それでは開会いたします。 

本日の議事録署名者は、平位委員にお願いいたします。 

それでは諸般の報告に参ります。事務局、説明をお願いいたします。 

 

事務局   学校教育課、生涯学習課から諸般の報告は特にありません。 

      企画政策課より教育大綱について説明がございます。 

 

企画政策課 第３次教育大綱の策定にあたり、皆様にご協力を賜りました。ありがとうござ

います。本日開催されました市議会の全員協議会に教育大綱についての報告を

行ったことをご報告いたします。 

 

教育長   お疲れ様でした。それでは議事に進みます。事務局お願いします。 

 

事務局   議案第３号うきは市浮羽町域学校再編基本構想の策定について 

昨年度より議論してきました本基本構想が完成しましたので議決を求めるもの

です。前回配布した内容から変更はございません。なお、３月議会にも上程す

ることにしております。 

 

Ａ委員   基本的によくまとまった案だと感じています。義務教育学校ありきという意見

があったと聞いていますが、比較検討についてはきちんと明示されています。

欲を言えば、義務教育学校である教育的な必然性についてもう少し踏み込んで

良かったのではないかと考えます。 

人口減少からもっとクリエイティブな方向へ進めて行くことや、今までうきは

市が取り組んできた ICT 教育等にも触れ、９年間で思考課程の可視化であると

か共同的な探求を深めることであるとか、自己調整的学習の促進につながるよ

うな教育環境の整備の重要性を打ち出す等積極的な書きぶりを期待しました。 

      また、市長から新しい学校におけるワンヘルスの考え方についても期待されて

いる言葉もいただいております。その点を加味し、この学校をうきは市がワン

ヘルスを推進する拠点であると考えると、浮羽町域の豊かな自然環境があり、

農業資源があり、地域文化があり、人と人との距離の近さがあることを活かし

て、命や環境への理解、地域とともに生きる力、社会の担い手としての自覚を

育む学校像を明確に打ち出す等考えられるのではないかと思いました。 



      感想でございます。 

教育長   ありがとうございます。これからどういう特色のある教育を目指していくのか

についてこれからも協議を進めていき、そのためにどのような施設を設置して

いくのか具体的な決定をして参りたいです。 

 

教育長   それではご承認いただいてよろしいでしょうか。 

 

全委員   承認 

 

教育長   ありがとうございます。これから３月議会へ上程して参ります。 

続いて議案第４条の説明を事務局の方で説明をお願いします。 

 

事務局   議案第４号うきは市教育センター設置条例の一部を改正する条例について 

教育センターがるり色ふるさと館に移設したことに伴い住所を変更するもので

す。なお、３月議会にも上程することにしております。 

 

教育長   移転に伴う住所変更です。ご承認いただいてもよろしいでしょうか。 

 

委員    承認 

 

教育長   議案第５号をお願いします。 

 

事務局   議案第５号うきは市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

来年度４月より学校再編推進室、学校再編係が新設されることに伴い、規則の

一部を改正するものです。 

 

Ａ委員   新しい学校が開校するまでの間の部署なのか。 

      そして学校教育課でも生涯学習課でもない独立した位置づけなのですね。 

 

事務局   位置づけとしてはそのようですね。どれくらいの期間かについては、浮羽町域

でも５年前後かかりますし、吉井地区についても今後検討はされるのかもしれ

ませんので、今のところいつまでかは不明です。 

      人事案件ですので、室長が別に配置されるのか課長兼任なのか等についてもま

だ分からない点はございます。 

 

Ｂ委員  別の自治体でもこのような取扱いなのか。 

 

事務局   香春町の香春思永館の検討の際も似たような組織体制でした。 

 



Ｃ委員  高校では学校長になるような方が、ハード面ソフト面を検討しながら、新しい学

校に向けた準備をしていくような配置がされています。 

 

教育長   続いて、議案第６号をお願いします。 

 

事務局   議案第６号うきは市浮羽体育センター条例施行規則の一部を改正する規則に 

ついて 

浮羽体育センターの使用において、硬式球を使用する高校生や大人の軟式球を

利用した野球利用においてフェンスを越えて近隣家屋へ被害があったことから、

使用に一部の制限を加えるものです。バッティングを伴う練習・試合等の利用

を禁止するものです。ネットの高さを挙げることも検討しましたが、2000 万円

以上かかる見込みがありましたので、今回の提案となりました。 

 

教育長   議案第６号について皆様いかがでしょうか。 

 

Ｃ委員  御幸小学校の南側にあるグラウンドのことですか。 

 

事務局   その通りです。 

      県道や近隣住宅が近いもので、大人の試合等でファールボールがフェンスを越

えて家屋等へ被害を与えたり、車に当たったりということがあったことで、今

回の検討となりました。 

 

Ｃ委員  少年野球や中学生なら大丈夫なのか。 

 

事務局   中学生の軟式ボール利用までは被害がないものと確認しておりますので、硬式

ボールや高校生以上の利用に制限を加えております。 

 

教育長   ご承認いただけますでしょうか。 

 

委員    承認 

 

教育長   議案第７号令和７年度３月補正予算要求について事務局よりお願いします。 

 

事務局   議案第７号 令和７年度３月補正予算要求について 

学校教育課から参ります。１０款２項１目の学校管理費は財源の組替です。こ

れまで一般財源であったものを起債に組み替えております。 

続いて２目です。小学校の iPad 端末を共同調達で購入しましたが、その余剰額

を削減するものです。 

   生涯学習課では、文化財保護費の印刷製本費の実績により減額するものです。 



      続きまして、文化財調査事業の緊急発掘調査作業員謝礼等について次年度へ繰

越するものです。試掘箇所について地権者との契約交渉に時間を要する案件が

あり年度内に終了することが困難であることによります。 

 

教育長   委員の皆様いかがでしょうか。 

 

委員    承認       

       

教育長   議案８号令和８年度当初予算要求について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第８号令和８年度当初予算要求について予算書を添付しております。 

全てを読み上げるのは時間がかかりますので、財政課が作成しております「令

和８年度うきは市における主要事業の概要」に主だったものの記載がございま

すので、教育委員会に関する部分について説明いたします。 

    給食費負担軽減事業といたしまして、国の方針により学校給食の抜本的負担軽

減のため「給食費負担軽減交付金」が創設され、小学校給食費が公費負担とな

るものです。 

    ２つ目は、通学用バック無償配布事業です。小学校への入学祝い品として、令

和９年小学校新入生に対し、ランドセルと同等の機能を有する通学用バックを

無償提供することで、保護者の経済的負担軽減を図るものです。 

    小学校水泳指導業務委託です。こちらは市内小学校７校の水泳授業を専門事業

者に委託するものです。 

    部活動指導員に関するものです。中学校に部活動指導員を増員することにより、

部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図ります。 

    続いて、タブレットパソコン購入費です。GIGA スクール構想に基づき、市内２

校の中学校において、更新期を迎えたタブレット端末の買い替えを行うもので

す。続いて、小学校営繕工事費です。小学校の施設管理維持のための予算で、

大きい予算措置としては千年小学校や江南小学校の給水設備の改修工事等を予

定しております。 

      最後がうきは地区小中学校再編事業です。浮羽町域の基本構想に基づく学校再 

編に向けて、開校準備委員会（仮称）と再編に向けたアドバイザリー業務に関

する予算です。 

      続きまして、生涯学習課分を読み上げます。 

      新規事業として、大人のラグビー教室と小学校でのラグビー授業を予定してお

ります。ルリーロ福岡と共同で、市民がラグビーに親しむ機会を創出し１８歳

以上の方へ向けたものや小学校向けのラグビー教室等を実施するものです。ま

た、世界大会等のパブリックビューイングについても実施予定です。 

      続きまして、ブックスタート・セカンドブック事業です。成長段階に応じた絵

本を配布するとともに、再度読み聞かせなどに関するアドバイスを行うことで、



家庭での継続的な読書習慣の定着を目指すものです。 

      次に参ります。うきは ActiveLab についてです。小学４〜６年生を対象に鷹取

登山や自然体験事業を行うものです。これまで壱岐島の方へ３泊４日で実施し

ておりましたが、補助金等が無くなったこともあり、予算は１／１０に圧縮し

まして、佐賀県唐津市少年の家で宿泊体験を想定するものです。 

      最後に、ネーミングライツの財源や市民の方からのご寄付をいただき、グラン

ドピアノの購入を予定するものです。以上です。 

 

教育長   事務局より説明が終わりました。委員の皆様何かございますか。 

 

Ｂ委員  ランドセルに変わるバック配布はずっと実施するのか。 

 

事務局   数年で中止とならないよう、今後続けていけるよう話をして参ります。 

 

Ｃ委員  耐久性はランドセル並みなのか。 

 

事務局   軽さは１キロ未満からございますが、サイズによって上下します。耐久性・耐

水性等を考慮して選定して参りたいと考えております。 

 

Ｂ委員  グランドピアノは２千万を超えるようですが、どんなピアノでしょうか。 

 

事務局   YAMAHA のピアノを想定しておりますが、コンサート等でも使用出来るスペック

のものを検討しております。 

 

教育長   さて皆様質疑はよろしいですか。無いようでしたら、ご承認いただけますか。 

 

委員    承認 

 

教育長   それでは続きまして、協議事項に参ります。 

 

事務局   （１）令和８年度学年始休業日の決定について、でございます。 

      こちらは令和７年１２月教育委員会定例会にて承認いただきました議案第３２

号の改正により学年始休業日を４月１日から４月６日までの間において教育委

員会が定めるとしているものです。校長会にて協議した結果を受けて、うきは

市立小中学校管理規則３条により、令和８年度学年始休業日を４月６日までと

いたします。 

      また、校長会にて小中学校入学式の開催順を交互にやって行こうと決まりまし

たので、令和８年度は４月９日に小学校、４月１０日に中学校となります。 

      令和９年度は中学校を先に行い、小学校はその後に行う予定です。 



 

教育長   ご承認よろしいでしょうか。 

 

委員    承認 

 

教育長   続きまして、報告事項です。事務局お願いします。 

 

事務局 （１）区域外就学について     

（２）生徒指導上の諸問題に関する実態調査について報告 

  

７ その他 

（１）令和８年３、４月分 主な行事予定 

（２）教職員人事異動等関係日程について  読み上げる 

  

 

８ 閉 会 

 ・臨時教育委員会 

開催日時  ３月６日（金）１２時  

   於：るり色ふるさと館 １階 ミーティングルーム 

 ・定例教育委員会 

開催日時  ４月１日（火）１２時３０分 

 於：市役所３階 ３０２会議室  

 


